
本年も宜しくお願いいたします
麹
町
税
理
士
政
治
連
盟

会
長
　
佐
藤
　
直
美

神
田
税
理
士
政
治
連
盟

会
長
　
小
林
　
廉
造

日
本
橋
税
理
士
政
治
連
盟

会
長
　
岡
田
　
　
昇

京
橋
税
理
士
政
治
連
盟
　
　
　
　

会
長
　
柴
崎
　
一
男

芝
税
理
士
政
治
連
盟

　
　
　
　

会
長
　
石
井
　
健
一

四
谷
税
理
士
政
治
連
盟

会
長
　
柳
下
久
米
夫

麻
布
税
理
士
政
治
連
盟

会
長
　
新
居
　
之
昌

小
石
川
税
理
士
政
治
連
盟

会
長
　
関
屋
　
一
馬

本
郷
税
理
士
政
治
連
盟
　

会
長
　
吉
川
　
利
次

上
野
税
理
士
政
治
連
盟
　

会
長
　
大
竹
　
賢
吉

浅
草
税
理
士
政
治
連
盟

会
長
　
宮
地
　
三
義

品
川
税
理
士
政
治
連
盟

会
長
　
髙
橋
　
　
修

荏
原
税
理
士
政
治
連
盟

会
長
　
合
田
　
史
朗

大
森
税
理
士
政
治
連
盟
　

会
長
　
守
　
　
晃
徳

雪
谷
税
理
士
政
治
連
盟

会
長
　
佐
藤
　
甲
彦

蒲
田
税
理
士
政
治
連
盟
　

会
長
　
秋
元
　
弘
光

世
田
谷
税
理
士
政
治
連
盟

会
長
　
田
川
　
修
二

北
沢
税
理
士
政
治
連
盟
　

会
長
　
廣
井
　
　
誠

玉
川
税
理
士
政
治
連
盟

会
長
　
横
山
　
繁
正

目
黒
税
理
士
政
治
連
盟
　

会
長
　
米
山
　
俊
明

渋
谷
税
理
士
政
治
連
盟
　

会
長
　
竹
田
　
剛
志

新
宿
税
理
士
政
治
連
盟
　

会
長
　
須
田
喜
一
郎

中
野
税
理
士
政
治
連
盟
　

会
長
　
金
子
　
芳
治

杉
並
税
理
士
政
治
連
盟

会
長
　
澤
登
　
　
寛

①
消
費
税
の
税
率
に
つ
い
て
は
単
一
税
率
を
維
持
す
る
こ
と

②
法
人
税
の
実
効
税
率
の
引
き
下
げ
に
伴
う
課
税
ベ
ー
ス
の

拡
大
等
に
つ
い
て
は
、
中
小
法
人
の
課
税
の
あ
り
方
を
考

慮
の
上
、
慎
重
に
行
う
こ
と

�
清
人
議
員

（
自
由
民
主
党
・
東
京
２
区
）

若
宮
健
嗣
議
員

（
自
由
民
主
党
・
東
京
５
区
）

柿
沢
未
途
議
員

（
維
新
の
党
・
東
京
�
区
）

平
沢
勝
栄
議
員

（
自
由
民
主
党
・
東
京
�
区
）

松
本
洋
平
議
員

（
自
由
民
主
党
・
東
京
�
区
）

萩
生
田
光
一
議
員

（
自
由
民
主
党
・
東
京
�
区
）

秋
元
司
議
員

（
自
由
民
主
党
・
東
京
�
区
・
比
）

　
年
の
瀬
押
し
迫
る
昨
年
�
月

�
日
、
本
連
盟
は
平
成
�
年
度

税
制
改
正
大
綱
公
表
前
の
最
後

の
陳
情
を
行
っ
た
。

　
当
日
は
、
第
�
回
衆
議
院
議

員
総
選
挙
後
の
初
登
院
日
。
面

会
で
き
た
議
員
に
、
特
に
消
費

税
の
単
一
税
率
を
維
持
す
る
こ

と
を
強
く
要
望
し
た
。

　
軽
減
税
率
の
導
入
は
、
本
連

盟
を
は
じ
め
税
理
士
会
が
再
三

主
張
し
て
い
る
と
お
り
多
く
の

問
題
点
を
含
む
。
高
所
得
者
に

対
し
て
も
軽
減
税
率
の
効
果
が

及
び
、
低
所
得
者
対
策
と
は
な

ら
な
い
こ
と
。
対
象
品
目
の
選

定
が
困
難
で
あ
り
経
理
事
務
の

混
乱
を
招
く
こ
と
な
ど
。

　
導
入
の
問
題
点
と
低
所
得
者

対
策
の
代
替
案
の
丁
寧
な
説
明

と
要
望
を
行
っ
て
い
く
こ
と
が

引
続
き
求
め
ら
れ
る
。

　
自
民
・
公
明
両
党
は
、
�
月

�
日
、
平
成
�
年
度
税
制
改
正

大
綱
を
決
定
し
た
。

　
消
費
税
率
の
�
％
へ
の
引
き

上
げ
を
平
成
�
年
４
月
か
ら
実

施
す
る
。
こ
れ
に
向
け
て
「
景

気
判
断
条
項
」
（
税
制
抜
本
改

革
法
附
則
第
�
条
第
３
項
）
を

削
除
し
、
確
実
に
実
行
す
る
。

　
消
費
税
の
軽
減
税
率
に
つ
い

て
は
、
関
係
事
業
者
を
含
む
国

民
の
理
解
を
得
た
上
で
、
税
率

�
％
時
に
導
入
す
る
こ
と
と
し

た
。
軽
減
税
率
の
導
入
は
平
成

�
年
４
月
か
ら
の
実
施
を
目
指

し
て
、
対
象
品
目
、区
分
経
理
、

安
定
財
源
等
に
つ
い
て
、
早
急

に
具
体
的
な
検
討
を
進
め
る
と

し
た
。

　
法
人
実
効
税
率
の
引
き
下
げ

に
つ
い
て
の
平
成
�
年
度
改
正

は
、
課
税
ベ
ー
ス
の
拡
大
等
に

よ
り
代
替
財
源
を
確
保
し
つ

つ
、
法
人
実
効
税
率
の
引
き
下

げ
を
先
行
さ
せ
る
こ
と
と
し

た
。
法
人
実
効
税
率
の
引
き
下

げ
に
伴
う
代
替
財
源
に
つ
い
て

は
、
大
法
人
に
対
し
、
欠
損
金

の
繰
越
控
除
の
見
直
し
、
受
取

配
当
等
の
益
金
不
算
入
の
見
直

し
、
法
人
事
業
税
の
外
形
標
準

課
税
の
拡
大
、
租
税
特
別
措
置

の
見
直
し
を
行
う
。

　
中
小
法
人
へ
の
外
形
標
準
課

税
の
拡
大
、
欠
損
金
の
繰
越
控

除
制
度
の
見
直
し
、
政
府
税
調

が
検
討
項
目
の
一
つ
と
し
て
挙

げ
て
い
た
オ
ー
ナ
ー
経
営
者
の

給
与
所
得
控
除
の
制
限
は
見
送

ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
本
連

盟
が
中
小
法
人
へ
の
配
慮
と
し

て
具
体
的
な
要
望
と
し
て
い
た

項
目
で
あ
る
。

　
実
効
税
率
の
�
％
台
を
目
指

す
た
め
に
は
、
�
年
度
改
正
に

つ
い
て
、
中
小
法
人
に
対
す
る

外
形
標
準
課
税
の
適
用
対
象
法

人
の
あ
り
方
、
減
価
償
却
、
法

人
事
業
税
の
損
金
不
算
入
化
、

租
税
特
別
措
置
の
廃
止
を
あ
げ

て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
項
目
に
つ
い
て

は
、
中
小
法
人
の
実
態
を
踏
ま

え
幅
広
い
観
点
か
ら
検
討
を
行

う
と
し
て
い
る
。

　
更
に
公
益
法
人
の
収
益
事
業

へ
の
軽
減
税
率
の
適
用
、
協
同

組
合
に
対
す
る
軽
減
税
率
の
あ

り
方
に
つ
い
て
、
そ
の
実
態
を

検
証
し
つ
つ
、
法
人
実
効
税
率

の
引
き
下
げ
の
改
革
の
趣
旨
に

沿
っ
て
検
討
を
行
う
と
し
て
い

る
。

　
税
理
士
業
界
に
と
っ
て
も
、

法
人
実
効
税
率
の
引
き
下
げ
に

伴
う
代
替
財
源
問
題
は
正
念
場

を
迎
え
た
と
い
え
よ
う
。

　
�
年
度
改
正
で
は
納
税
環
境

の
整
備
に
つ
い
て
も
所
要
の
改

正
を
行
う
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
の
施
行
に

向
け
て
準
備
が
進
ん
で
い
る

が
、
銀
行
等
に
対
し
預
貯
金
情

報
を
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
よ
り
検

索
可
能
な
状
態
で
管
理
す
る
こ

と
を
義
務
化
す
る
。

　
納
税
者
の
国
税
関
係
書
類
の

ス
キ
ャ
ナ
保
存
制
度
の
要
件
の

緩
和
や
個
人
の
納
税
者
が
行
う

電
子
申
告
の
手
続
の
簡
素
化
も

行
う
。

　
税
務
調
査
に
つ
い
て
は
、
再

調
査
の
前
提
と
な
る
前
回
調
査

の
範
囲
を
「
実
地
の
調
査
」
に

限
る
こ
と
と
し
、
前
回
調
査
が

「
実
地
の
調
査
以
外
の
調
査
」

で
あ
る
場
合
に
は
、
「
新
た
に

得
ら
れ
た
情
報
」
が
な
い
場
合

で
あ
っ
て
も
再
調
査
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

　
事
務
の
効
率
化
を
図
る
た

め
、
複
数
の
税
務
代
理
人
が
あ

る
場
合
の
調
査
の
事
前
通
知
に

つ
い
て
、
納
税
者
本
人
が
代
表

と
な
る
税
務
代
理
人
を
税
務
代

理
権
限
証
書
に
記
載
し
て
定
め

た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
税
務
代

理
人
へ
の
事
前
通
知
は
、
そ
の

代
表
と
な
る
税
務
代
理
人
に
対

し
て
す
れ
ば
足
り
る
こ
と
と
す

る
。

　
　
　
　
◇
　
　
◇

　
個
人
所
得
課
税
、
住
宅
資
金

の
贈
与
、
結
婚
・
子
育
て
資
金

の
贈
与
等
の
資
産
課
税
等
に
つ

い
て
は
、
紙
面
の
都
合
上
割
愛

し
ま
し
た
。

（
広
報
委
員
会
）

【
国
税
】

（
税
率
）

①
　
法
人
税
の
税
率
を
�
・
９

％
に
引
き
下
げ
る
。

②
　
中
小
法
人
の
軽
減
税
率
の

特
例
の
適
用
期
限
は
、
２
年
延

長
す
る
。

（
欠
損
金
の
繰
越
控
除
）

③
　
欠
損
金
の
繰
越
控
除
制
度

に
つ
い
て
、
段
階
的
に
引
き
下

げ
る
。
中
小
法
人
等
に
つ
い
て

は
、
現
行
の
控
除
限
度
額
を
存

置
す
る
。

④
　
損
失
金
の
繰
越
期
間
を
�

年
に
延
長
す
る
。こ
れ
に
伴
い
、

繰
越
控
除
制
度
の
適
用
に
係
る

帳
簿
書
類
の
保
存
期
間
、
欠
損

金
額
に
係
る
更
正
の
期
間
制

限
、
欠
損
金
額
に
係
る
更
正
の

請
求
期
間
を
そ
れ
ぞ
れ
�
年
に

延
長
す
る
。

（
受
取
配
当
等
の
益
金
不
算
入

制
度
）

⑤
　
益
金
不
算
入
の
対
象
と
な

る
株
式
等
の
区
分
及
び
そ
の
配

当
等
の
益
金
不
算
入
割
合
を
見

直
し
を
行
う
。

（
研
究
開
発
税
制
）

⑥
　
試
験
研
究
を
行
っ
た
場
合

の
税
額
控
除
制
度
に
つ
い
て
見

直
し
を
行
う
。

（
そ
の
他
）

⑦
　
雇
用
者
給
与
等
支
給
額
が

増
加
し
た
場
合
の
税
額
控
除
制

度
に
お
け
る
雇
用
者
給
与
等
支

給
増
加
割
合
の
要
件
に
つ
い
て

見
直
し
を
行
う
。

【
地
方
税
】

（
外
形
標
準
課
税
の
拡
大
）

⑧
　
法
人
事
業
税
の
標
準
税
率

の
う
ち
付
加
価
値
割
と
資
本
割

を
引
き
上
げ
、
所
得
割
り
は
引

き
下
げ
る
。

⑨
　
地
方
法
人
特
別
税
の
税
率

を
引
き
上
げ
る
。

⑩
　
資
本
割
の
課
税
標
準
の
見

直
し
等
を
行
う
。

⑪
　
付
加
価
値
割
に
お
け
る
所

得
拡
大
促
進
税
制
を
導
入
す

る
。

⑫
　
法
人
事
業
税
の
税
率
の
改

正
に
伴
う
負
担
変
動
の
軽
減
措

置
を
講
ず
る
。
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